
 
海や川を汚しているのは生活排水です 

 

海や川の汚れは、私たちが毎日の生活で出す風呂やトイレなどの生活排水が 

原因といわれています。 

 

 きれいな水を取り戻すためには、私たちみんなが協力して生活排水の汚れを 

減らしていく必要があります。 

 

 

合併処理浄化槽は生活排水も浄化します 
 

 浄化槽は、し尿（水洗トイレの汚水）だけを単独で処理する「単独処理浄化 

槽」と、し尿だけでなく生活雑排水も併せて処理する「合併処理浄化槽」に分 

けられます。 

 

 合併処理浄化槽を使っている家庭は、単独処理浄化槽を使っている家庭に比 

べると、外に出す汚れの量が約１／８になります。 

 

 

維持管理が重要です 
 

 設置された合併処理浄化槽の機能を充分に発揮させるには、法律で決められた保守

点検・清掃・定期検査（浄化槽法第７条検査・第１１条検査）を適正に行うことが重

要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

袖ケ浦市 環境経済部 廃棄物対策課 
（袖ケ浦クリーンセンター内） 

〒299-0265 袖ケ浦市長浦５８０番地５ 

ＴＥＬ ０４３８（６３）１８８１ 

        ＦＡＸ ０４３８（６２）２８２０ 

  合併処理浄化槽を設置される方へ 
令和８年度用  

 

市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁防止を図るため、予算の範

囲内で合併処理浄化槽を設置する方に補助金を交付しています。 

 

１．補助対象区域 

    次の区域を除く市内全域 

①公共下水道認可区域及び公共下水道計画区域 

②工業専用地域 

③農業集落排水事業の採択を受けた地区 

④その他市長が特に定める地域 

 

２．交付条件 

①建築基準法に基づく確認又は浄化槽法に基づく設置の届出を済ませている

こと。 

②住宅等を借りている場合は、貸主の承諾を得ていること。 

③袖ケ浦市税を滞納していないこと。 

④令和９年３月２０日までに設置工事を終え、実績報告すること。 

    ⑤申請期間は令和８年４月１日から令和８年１２月４日まで 

     ただし、新築・増改築等、建築確認申請を伴う場合で、１２月１８日まで

に設置工事の中間検査（浄化槽の据付け）ができるもののみ受付が可能と

なります。 

    （土・日・祝日を除く。ただし、先着順とし予算に達した時点で受付終了。） 

 

３．補助対象建物 

専用住宅、共同住宅、下宿、寄宿舎及び店舗等併用住宅 

    

４．補助の対象となる合併処理浄化槽の種類 
（通常型合併処理浄化槽は補助対象外です。） 

①窒素除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽 

  放流水の総窒素濃度が１０mg／Lを超え２０mg／L以下の機能を有するもの

【Ｎ２０型】 

 ②高度窒素除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽 

     放流水の総窒素濃度が１０mg／L以下の機能を有するもの【Ｎ１０型】 

③燐除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽 

     放流水の総燐濃度が１mg／L以下の機能を有するもの【Ｐ型】 

④窒素及び燐除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽 

     放流水の総窒素濃度が２０mg／L以下かつ総燐濃度が１mg／L以下の機能を

有するもの【Ｎ＆Ｐ型】 

⑤ＢＯＤ除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽 

ＢＯＤ除去率９７％以上、放流水のＢＯＤ５mg／L（日間平均値）以下の機

能を有するもの【ＢＯＤ除去型】 

※水質汚濁の指標「ＢＯＤ」：水中の有機物が微生物の働きで分解される時

に消費される酸素の量で、きれいな水ではＢＯＤが小さくなります。 

ただし、当分の間整備が
見込まれない地域は除く  



５．補助金額 
①新築等で新規に設置するとき  

人 槽 区 分 
合併処理浄化槽の種類 

Ｎ２０型 Ｎ１０型 Ｐ型 

５ 人 槽 

補助対象外 

３００，０００円 ３００，０００円 

６ ～ ７ 人 槽 ３３０，０００円 ３３０，０００円 

８～５０人槽 ３９０，０００円 ３９０，０００円 

 

人 槽 区 分 
合併処理浄化槽の種類 

Ｎ＆Ｐ型 ＢＯＤ除去型 

５ 人 槽 ５２８，０００円 ４８９，０００円 

６ ～ ７ 人 槽 ６９３，０００円 ６５４，０００円 

８～５０人槽 ９６３，０００円 ９０３，０００円 

 

②既設の単独処理浄化槽又はくみ取り便所から合併処理浄化槽へ 

付け替えるとき（新築・増改築等、建築確認申請を伴い設置する場合は①へ） 

人 槽 区 分 
合併処理浄化槽の種類 

Ｎ２０型 Ｎ１０型 Ｐ型 

５ 人 槽 ３８４，０００円 ４７４，０００円 ３８４，０００円 

６ ～ ７ 人 槽 ４６２，０００円 ６１５，０００円 ４６２，０００円 

８～５０人槽 ５８５，０００円 ７２３，０００円 ５８５，０００円 

 

人 槽 区 分 
合併処理浄化槽の種類 

Ｎ＆Ｐ型 ＢＯＤ除去型 

５ 人 槽 ５２８，０００円 ４８９，０００円 

６ ～ ７ 人 槽 ６９３，０００円 ６５４，０００円 

８～５０人槽 ９６３，０００円 ９０３，０００円 

 

６．転換補助 
既設の単独処理浄化槽又はくみ取り便所から合併処理浄化槽へ付け替える 

とき（新築・増改築等、建築確認申請を伴い設置する場合は除く）は、上記 

の額に下表の額を限度として加算します。 

種    類 限  度  額 

単独処理浄化槽  １８０，０００円 

く み 取 り 便 所  １００，０００円 

 

 

７．補助金が交付されるまで 
 

◎合併処理浄化槽 

設 置 者 

 

 

【新築・増改築等】 【既設トイレの改造（転換）】 

市 役 所    君津地域振興事務所 

都市計画課等へ   地域環境保全課へ 

 

建築確認申請    浄化槽設置届 

 

                  
  

  ◎補助金交付申請書を  

廃棄物対策課へ提出  

      （4/1から12/4まで）  

  

◇補助金交付決定  

         

  

◎工事の着工  
   

  

◇中間検査（浄化槽の据付け時）   
（新築・増改築等の場合は    

 12/18まで)     

◎工事の完了            
  

  

  
  

  

 

◎実績報告書を          

廃棄物対策課へ提出  

      （3/20まで）  

  

◇完了検査  

                  

                 

                     

◇補助金額の確定  

  

  

◎補助金交付請求書を廃棄物対策課  

へ提出（3/31まで） 

  

◇補助金の交付 

添付文書 

①審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認

通知書の写し  

②設置場所の案内図  

③合併処理浄化槽の設置工事に係る工程表  

④単独処理浄化槽又はくみ取り便所を合併処理浄化槽に転換

する場合にあっては、既設の単独処理浄化槽又はくみ取り便

所の撤去等に係る工程表及び見積書  

⑤合併処理浄化槽の構造図  

⑥配置配管図及び排水系統図  

⑦配管勾配図  

⑧合併処理浄化槽の設置に係る工事請負契約書及び見積書の

写し（工事費明細書）  

⑨処理対象人員１０人以下の浄化槽にあっては、国庫補助指針

に適合していることを証する登録証の写し及び管理票  

⑩小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づいて登録されてい

ることを証する保証登録証  

⑪単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に転換する場合にあって

は、既設の単独処理浄化槽の写真及び位置図  

⑫くみ取り便所を合併処理浄化槽に転換する場合にあっては、

既設のくみ取り便所の写真及び位置図  

⑬浄化槽法第２条第１０号に規定する浄化槽設備士免状の写

し（昭和６２年以前に浄化槽設備士となった者にあっては、

小規模合併浄化槽施工技術特別講習会修了証書の写し）  

⑭その他市長が必要と認める書類  

添付文書 

①工事費請求書又は領収書の写し  

②浄化槽管理者、保守点検業者及び清掃業者の間で、保守点検

業者を窓口として浄化槽の保守点検及び清掃の実施並びに

１１条検査の受検手続の代行を一括して約定した契約書の

写し（保守点検を委託により実施する場合）  

③１１条検査の受検契約書（保守点検を管理者自ら実施する場

合）  

④７条検査に要する費用を納付したことを証する書面  

⑤浄化槽の保守点検及び清掃に関する誓約書  

⑥設置工事施工写真  

⑦設置工事施工結果報告書  

⑧その他市長が必要と認める書類  


